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ま
た
、
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
十
号
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条

約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴

う
国
の
財
産
の
管
理
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
国
管
法
」
と
い
う
。
）
の
第
四
条
一
項
及
び
二
項
と
、
こ
れ
に
関
連
し

て
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
事
項
が
あ
る
と
考
え
る
。 

旧
軍
用
地
等
の
普
通
財
産
が
合
衆
国
軍
隊
に
提
供
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
多
い
。
国
有
財
産
法
第
六
条
に
よ
れ
ば
、

普
通
財
産
は
大
蔵
大
臣
が
管
理
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。
従
つ
て
、
こ
れ
ら
の
米
軍
提
供
普
通
財
産
が
大
蔵
大

臣
の
管
理
権
の
下
に
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
昭
和
四
十
三
年
三
月
二
日

の
「
提
供
国
有
財
産
の
事
務
処
理
に
関
す
る
覚
書
」
（
以
下
「
覚
書
」
と
い
う
。
）
を
み
る
と
こ
の
自
明
の
原
則
が
大
き

く
揺
ら
い
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
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一 

「
国
管
法
」
第
四
条
一
項
の
一
時
使
用
の
許
可
権
は
、
大
蔵
省
訓
令
「
合
衆
国
軍
隊
の
用
に
供
す
る
国
有
財
産

の
一
時
使
用
等
の
取
扱
に
関
す
る
規
則
」
（
昭
和
二
十
八
年
よ
り
五
十
七
年
ま
で
存
続
）
で
は
大
蔵
大
臣
に
あ
る

と
明
定
し
、
国
有
財
産
法
第
六
条
の
趣
旨
も
貫
か
れ
て
い
る
。 

提
供
普
通
財
産
の
使
用
収
益
は
、
一
時
使
用
が
実
際
に
は
長
年
継
続
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、
複
雑
な
問
題

を
起
こ
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
一
時
使
用
の
許
可
は
、
安
易
に
流
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ

の
観
点
か
ら
国
有
財
産
法
第
六
条
を
踏
ま
え
た
前
記
訓
令
の
規
定
を
大
い
に
是
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
重
要
な
規
定
を
「
関
係
法
令
及
び
通
達
」
の
ほ
か
に
、
任
意
に
行
政
部
局
が
談
合
し
て
了
解
し
た

と
称
し
て
変
更
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。 

し
か
る
に
、
前
記
「
覚
書
」
で
は
こ
の
許
可
権
は
、
防
衛
施
設
庁
の
部
局
等
の
長
に
移
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で

は
「
関
係
法
令
及
び
通
達
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」（
「
覚
書
」
前
文
）
と
し
な
が
ら
訓
令
無
視
で
は
な
い
か
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

四 

 



 

三 

「
国
管
法
」
第
四
条
一
項
の
一
時
使
用
の
許
可
を
受
く
べ
き
使
用
収
益
の
態
様
は
次
の
う
ち
何
か
、
明
示
せ

よ
。 

二 

「
覚
書
」
で
は
防
衛
施
設
庁
の
部
局
の
長
が
「
国
管
法
」
第
四
条
一
項
の
許
可
を
行
う
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、

こ

の

「
覚
書
」
で
唐
突
に
与
え
ら
れ
た
防
衛
施
設
庁
の
部
局
の
長
の
許
可
権
が
ど
う
し
て
こ
の
第
四
条
一
項
の
国

の
許
可
権
と
な
る
の
か
、
関
係
の
行
政
組
織
法
、
設
置
法
、
組
織
令
等
を
踏
ま
え
た
法
制
的
根
拠
を
明
示
さ
れ

た
い
。 

(イ ) 

地
方
公
共
団
体
の
公
共
施
設
の
建
設 

(ア ) 

個
人
の
住
宅
等
の
建
築
物
の
建
設 

大
蔵
省
訓
令
は
、
大
蔵
省
部
内
を
拘
束
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
「
覚
書
」
の
作
成
に
当
た
つ
た
国
有
財
産
局

長
は
、
こ
の
訓
令
を
犯
し
て
い
な
い
の
か
。 

ま
た
、
法
令
に
違
反
し
た
こ
の
「
覚
書
」
は
無
効
で
は
な
い
の
か
。 

五 

 



 

 

六 

(ウ ) 
個
人
の
耕
作
及
び
農
作
物
の
取
得 

(エ ) 

個
人
の
採
草 

(オ ) 

そ
の
他
（
あ
れ
ば
そ
の
態
様
を
示
せ
。
） 

ま
た
、
許
可
の
要
否
は
い
か
な
る
基
準
に
よ
る
の
か
、
そ
の
基
準
を
示
せ
。 

四 

無
許
可
の
使
用
収
益
が
あ
れ
ば
、
国
は
い
か
な
る
対
応
の
措
置
を
と
る
か
。 

五 

「
国
管
法
」
第
四
条
二
項
の
使
用
収
益
の
権
利
の
消
滅
に
伴
う
事
務
は
い
ず
れ
の
行
政
機
関
が
執
行
す
る
の

か
。 

六 

農
耕
に
よ
る
使
用
・
収
益
の
権
利
は
、
農
地
法
等
で
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
か
、
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


